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販売用資料

S&P500・4倍ブル型ファンド
追加型投信／海外／株式／特殊型（ブル・ベア型） 作成基準日：2024年4月30日

商 品 概 要

-12.5%

2月17日

純資産総額

 基準価額と純資産総額の推移　（設定来：日次）

決算日

基準価額

信託報酬率
年1.243％  

-12.3%

0円

0円

分配金決算期

第1期

分 配 実 績 （1万口当たり、税引前）

2023年2月17日

設定来分配金合計

合計 1銘柄 98.9%

VAULT Series 124 0% 

（担保付円建債券）

償還日

組 入 銘 柄 2024年2月19日

銘柄名

第2期

0円
比率

2027年2月17日 98.9%
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純資産総額（右目盛り）

分配金再投資基準価額（左目盛り）

基準価額（左目盛り）

※分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものと
みなして計算したものです。
なお、基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後です。

（円）

※収益分配金（税引前）を分配

時に再投資したものとみなし

て計算したものです。

ファンドの基準価額の値動きについて

■ 設定・運用は
電話番号 03-6722-4810 （受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

インターネットホームページ https://www.tdasset.co.jp/

お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。

（億円）

※比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

※設定解約の影響により、組入比率が100％を超えることがあります。

※運用実績および分配実績は過去の実績を示したものであり、
※将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

ファンドは、日々の基準価額の値動きが、S&P500指数（米ドルベース）の日々の値動きの「概ね4倍程度」となる投資成果を目指すもの
であり、投資家ごとの保有期間中の投資成果が「概ね4倍程度」になるとは限りません。したがいまして、たとえ正確に運用目標が達成
されたとしても、2日以上離れた日との比較においては、「概ね4倍程度」の投資成果が得られるわけではありません。
そのため、保有期間に応じ価値が低減していく可能性が高く、中長期の保有には適していませんので、十分ご留意ください。

上記は、正確に運用目標が達成された場合を前提に、S&P500指数
（米ドルベース）の値動きとファンドの基準価額の値動きの関係を分か
りやすく説明するための計算例であり、実際の値動きとは異なります。
また、S&P500指数（米ドルベース）の値動きやファンドの基準価額の
値動きを示唆・保証するものではありません。
クレディ・スイス・US・ラージキャップ・エクイティ・フューチャーズ・イン
デックスの日々の損益部分（米ドルベース）の「概ね4倍程度」部分に
対する日々の米ドル円の為替変動によっても評価額が変動します。

上表のように、S&P500指数（米ドルベース）が1日目に10％上昇、2日目に15％下落、3日目に20％上昇した場合、運用目標が正確に達成さ
れれば、ファンドの騰落率は40％上昇、60％下落、80％上昇となります。
これを、基準日から3日目までの値動きでみると、指数等は12.2％上昇、ファンドは0.8％上昇となり、「概ね4倍程度」とはなりません。
なお、S&P500指数（米ドルベース）が上昇・下落を繰り返して動いた場合には、ファンドにとってはマイナス要因となり、基準価額が押し下げら
れることになります。

aaaa設定時
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※本資料をご覧いただくにあたっては、6ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

クレディ・スイス・グループについて

フ ァ ン ド の 目 的

フ ァ ン ド の 特 色

フ ァ ン ド の 目 的　・　特 色

フ ァ ン ド の 仕 組 み

販売用資料 お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。

日々の基準価額の値動きが米国の株価指数であるS&P500指数（米ドルベース）の日々の騰落率の概ね4倍程度となる
投資成果を目指して運用を行います。

１，実質的に、S&P500指数（米ドルベース）の値動きの概ね4倍程度となる投資成果を目指して運用を行います。
・特別目的会社VAULT Investments plcが発行する円建パフォーマンス・リンク債券（以下、「担保付円建債券」ということがあります。）への

投資を通じて、日々の基準価額がS&P500指数（米ドルベース）の値動きの概ね4倍程度となるような投資成果を目指します。

２，担保付円建債券は、S&P500先物を投資対象とするクレディ・スイス・クアドルプル・ブル・US・ラージキャップ・エク
イティ・JPY・トータルリターン・インデックス（以下、「インデックス」ということがあります。）に連動する投資成果の
獲得を目指します。
・インデックスは、EミニS&P500株価指数先物を用いた先物ロール指数であるクレディ・スイス・US・ラージキャップ・エクイティ・フューチャーズ・

インデックスの概ね4倍程度となる投資成果を提供する円建ての指数です。

３，担保付円建債券の組入比率は、高位とすることを基本とします。

資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

S&P 500®はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスがＴ＆Ｄアセット
マネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®、S&P 500®、US 500™、The 500™は、Standard & Poor’s 
Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。
これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に

それぞれ付与されています。S&P500・4倍ブル型ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、

販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も
行わず、S&P 500®のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

S&P500先物に実質的に投資し、その4倍の投資成果の獲得を目指します。

UBSグループのクレディ・スイスはスイスのチューリッヒに本拠を置き、世界40ヵ国余りで事業を展開するグローバルな金融
機関です。世界有数のウェルス・マネジメントを中核に、インベストメント・バンキング、スイス・バンク、アセット・マネジメント
の四分野において、世界中の事業法人、機関投資家、富裕層個人顧客、またスイス国内の一般個人顧客に多彩な金融
サービスを提供しています。
（2023年6月末時点）

■ 設定・運用は

電話番号 03-6722-4810 （受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

インターネットホームページ https://www.tdasset.co.jp/
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※本資料をご覧いただくにあたっては、6ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

投 資 リ ス ク

株 価 変 動 リ ス ク
お よ び
為 替 変 動 リ ス ク

カ ン ト リ ー リ ス ク

レ バ レ ッ ジ リ ス ク

基 準 価 額 の 変 動 要 因

そ の 他 の 留 意 点

販売用資料 お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資
者に帰属します。 したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、 投
資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。

ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。

クレディ・スイス・US・ラージキャップ・エクイティ・フューチャーズ・インデックスの値動きの「概ね4倍程
度」に価格が連動する円建債券を主要投資対象としますので、株価変動の影響を受けます。同イン
デックスの日々の損益部分（米ドルベース）の「概ね4倍程度」部分に対する日々の米ドル円の為替
変動によっても評価額が変動します。

投資対象国・地域の政治経済情勢に混乱が生じた場合や新たな通貨規制・資本規制等が設けられ
た場合は、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が値下がりする要因となります。

株式を原資産とする先物取引等を積極的に用いてレバレッジ取引を行います。
先物取引等の価格が下落した場合に、レバレッジがかかっていない場合に比べて損失が拡大し、
基準価額が値下がりする要因となります。

○ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
○ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
○分配金に関する留意点

・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、
・基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が
・あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずし
・も計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があり
・ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

○大量の解約・換金申込を受付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変
●した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られて
●しまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する要因となります。また、換金申込の
●受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
○目標とする投資成果が達成できないリスクについて

以下の要因等により、日々の基準価額の値動きが、S&P500指数（米ドルベース）の日々の値動きの「概ね4倍程度」となる投資成
果を達成できない場合があります。

・担保付円建債券の売買・評価価格とインデックスとの差異
・市場の大幅な変動や流動性の低下等により、必要な取引数量の全部または一部についてその取引が成立しない場合
・取引を行う市場における取引規制
・運用資金が少額、または購入、換金等により大幅な増減があった場合
・ファンドの流動性を確保するために、ファンドの一部を短期金融資産等に投資する場合
・ファンドの運用管理費用（信託報酬）、監査費用等

○ファンドの継続保有に際してご注意いただきたい事項
S&P500指数（米ドルベース）の値動きが、一定の範囲で上昇・下落を繰り返す動きとなった場合には、ファンドの投資成果は悪化
することが想定されます。そのため、S&P500指数（米ドルベース）の将来の水準が投資時点と同じであっても、基準価額が下落し
ている可能性があります。ファンドの基準価額の値動きにおいて、日々発生する信託報酬等の費用等は、ファンドが目標とする
日々の投資成果に対する押し下げ要因となります。したがいまして、投資期間が長期にわたる場合にはこれらのコスト負担が大き
くなり、投資成果に大きな影響を与えます。

■ 設定・運用は

電話番号 03-6722-4810 （受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

インターネットホームページ https://www.tdasset.co.jp/
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販売会社が定める期日までにお支払いください。

原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

2025年2月17日まで（2022年2月17日設定）

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

販売会社が定める単位

換 金 価 額

信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限を設ける場合があります。

申 込 締 切 時 間

換 金 単 位

原則として換金申込受付日から起算して６営業日目からお支払いします。

以下の場合には繰上償還となることがあります。
・受益権の総口数が10億口を下回ることとなったとき
・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき

・インデックス＊に重大な変更があったとき
・その他やむを得ない事情が発生した場合等

以下の場合には繰上償還されます。

・インデックス＊の算出が中止されたとき
・投資対象とする担保付円建債券が存続しないこととなったとき

以下の場合には、購入、換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すこと
があります。
・金融商品取引所における取引の停止
・外国為替取引の停止
・決済機能の停止
・組入れた担保付円建債券の換金ができなくなったとき

・インデックス＊の算出が停止されたとき
・その他やむを得ない事情があるとき

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購 入 単 位

購 入 ･ 換 金
申 込 受 付 の 中 止
お よ び 取 消 し

信 託 期 間

換 金 代 金

購 入 価 額

購 入 代 金

販売会社が定める単位
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。

換 金 制 限

年１回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
収益分配金は、税引後無手数料で再投資が可能な場合があります。

1,000億円

課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）および未成年者少額投資非課税制度（ジュニ
アＮＩＳＡ）の適用対象であり、2024年1月1日以降は、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除の適用はありません。

申 込 不 可 日

決 算 日

繰 上 償 還

お 申 込 み メ モ

2月17日（休業日の場合は翌営業日）

下記のいずれかに該当する日には、購入・換金の申込みはできません。
　・シカゴ・マーカンタイル取引所（Globex）の休業日
　・「委託会社の休業日でありかつシカゴ・マーカンタイル取引所（Globex）の休業日でない日」の前営業日

収 益 分 配

公 告

運 用 報 告 書

信 託 金 の 限 度 額

委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページに掲載し
ます。

課 税 関 係

お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。

手 続 ・ 手 数 料 等

＊インデックスとは、クレディ・スイス・クアドルプル・ブル・US・ラージキャップ・エクイティ・JPY・トータルリターン・インデックスを指します。

■ 設定・運用は

電話番号 03-6722-4810 （受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

インターネットホームページ https://www.tdasset.co.jp/

販売用資料
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※本資料をご覧いただくにあたっては、6ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

※ 次頁にファンドの販売会社の名称等を記載しています。

[ 委 託 会 社 ] ◇ 信託財産の運用指図等を行います。

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第357号

[ 受 託 会 社 ] ◇

[ 販 売 会 社 ] ◇ 受益権の募集・販売の取扱い、換金（解約）事務、換金代金・収益分配金・償還金の
支払い等を行います。

信託財産の保管・管理業務等を行います。

（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）

　毎日、ファンドの純資産総額に年1.243％（税抜1.13％）の率を乗じて得た額とします。
　ファンドの運用管理費用（信託報酬）は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間
　の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または償還時にファンドから支払われます。
　　　信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

　[運用管理費用（信託報酬）の配分]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（年率・税抜）

投資者が直接的に負担する費用

運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

　ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

　購入価額に、3.30％（税抜3.00％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
　購入時手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。
　詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購 入 時 手 数 料

信 託 財 産 留 保 額

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
ンドの管理等の対価

　・信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託
　　財産中から支弁します。
　・証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。
　　これらの費用･手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率･上限額等を示すことができ
　　ません。
　・投資対象とする担保付円建て債券の価格は、年率0.30％程度の管理費用が差し引かれています。

支払先

委託会社

販売会社

受託会社

信託報酬率

0.50%

フ ァ ン ド の 関 係 法 人 の 概 況

フ ァ ン ド の 費 用

三井住友信託銀行株式会社

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

加入協会／一般社団法人投資信託協会　一般社団法人日本投資顧問業協会

0.60%

0.03%

対価の内容

委託した資金の運用等の対価

そ の 他 の
費 用 ・ 手 数 料

■ 設定・運用は

電話番号 03-6722-4810 （受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

インターネットホームページ https://www.tdasset.co.jp/

お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。販売用資料

※上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
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販売会社の名称等

委託金融商品取引業者
マネックス証券株式会社

金融商品
取引業者

関東財務局長
（金商）第165号

○ ○ ○ ○

株式会社イオン銀行
登録金融

機関
関東財務局長
（登金）第633号

○

○auカブコム証券株式会社
金融商品
取引業者

関東財務局長
（金商）第61号

○ ○

2024年5月1日現在

一般社団法人
第二種

金融商品
取引業協会

○

一般社団法人
日本投資

顧問業協会

○

一般社団法人
金融先物

取引業協会

○

○

○

登録番号
日本証券業

協会

○株式会社SBI証券
金融商品
取引業者

関東財務局長
（金商）第44号

販売会社

○

関東財務局長
（登金）第10号

関東財務局長
（金商）第165号

○

ご 留 意 い た だ き た い 事 項

マネックス証券株式会社
金融商品
取引業者

関東財務局長
（金商）第165号

○

○

金融商品
取引業者

株式会社SBI新生銀行

委託金融商品取引業者
マネックス証券株式会社

○ ○ ○

登録金融
機関

○

○楽天証券株式会社
金融商品
取引業者

関東財務局長
（金商）第195号

○ ○ ○

■ 設定・運用は

電話番号 03-6722-4810 （受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

インターネットホームページ https://www.tdasset.co.jp/

※加入協会に○印を記載しています。

販売用資料 お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。

■ 本資料はT&Dアセットマネジメントが作成した販売用資料です。本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等によ

り作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、本資料に掲載されているグラフ、パ

□ フォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。本資料

□ に掲載されている意見・見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、将来予告なく変更されることがあり
□ ます。

■ 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクも

□ あります。）に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがいまして、元本が保証されているもの
□ ではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。

■ 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

□ また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

■ 投資信託のご購入時は、各販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の

□ うえ、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
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